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はじめに 

  

総務省では、｢国際交流｣、｢国際協力｣に続き、「地域における多文化共生」を第３の柱として

地域の国際化を一層推し進めるべく、平成 18年に地方公共団体における多文化共生の取組の参

考となる考え方を示した「地域における多文化共生推進プラン」（平成 18年３月総行国第 79号）

を策定した。 

これを端緒に、総務省では多文化共生に関する様々な研究会が開催され、平成 16年の新潟中

越地震やその後の新潟中越沖地震における外国人被災者支援の取組事例等を踏まえて、災害に

関する内容についても検討がなされてきた。平成 19年には、多文化共生の推進に向けて防災ネ

ットワークのあり方等を検討した「多文化共生の推進に関する研究会報告書 2007」が取りまと

められ、災害時に最低限必要な外国人住民の支援やニーズの伝達等が迅速にできる体制の整備

やそれをコーディネートできる人材の必要性が指摘された。また、平成 23年に発生した東日本

大震災で多くの地方公共団体において災害時の外国人住民への情報伝達、支援活動等に係る対

応の更なる充実が必要であることが浮き彫りとなったことを受け、平成 24 年 12 月に「多文化

共生の推進に関する研究会報告書～災害時のより円滑な外国人住民対応に向けて～」が取りま

とめられた。 

 近年では、訪日外国人旅行者数1や外国人住民数2が過去最大を記録している中で、大きな被害

をもたらす自然災害が頻繁に発生しており、災害弱者（外国人・高齢者等）に適切な避難行動

を促すために災害に関する情報を確実に伝達することが必要との認識が強まった。そこで平成

28年に総務省において「情報難民ゼロプロジェクト」が開催され総務省内の関連部局のみなら

ず、内閣府防災担当や観光庁の参画も得ながら検討がなされた結果、様々な施策が「情報難民

ゼロプロジェクト」の関連施策に位置づけられた。そのうちの一つとして、避難所等に寄せら

れる情報を整理するとともに、外国人被災者からの各種ニーズを把握して地方公共団体職員等

へ伝達する等の役割を担う「情報コーディネーター（仮称）」を配置して、外国人被災者を支援

する環境を整えることが必要とされた。 

 こうした流れを受けて、平成 29年５月、総務省において災害や多文化共生に携わる学識経験

者や国と地方の行政関係者、地域国際化協会関係者、ＮＰＯ関係者等 11名を委員とした「災害

時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会」が設置された。本検討会では、「災害

時外国人支援情報コーディネーター」の役割や担い手、研修制度等について全４回にわたって

検討を行い、今後の制度構築に向けた提言を報告書にまとめた。 

本報告書は、過去の研究会報告書における災害時の外国人対応に関する提言や過去の災害を

踏まえた外国人対応に関する課題、また、委員各位の様々な経験や知見を踏まえ、災害時外国

人支援情報コーディネーター制度のあるべき姿について提言を行うものである。  

                                                   
1平成 28年１～12月で、2,404万人（日本政府観光局） 
2平成 29年１月時点で、232万人（｢住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数｣（総務省）） 

1



  

 

第１章 災害時の外国人対応に関する施策のこれまでの動き 

 

（１）災害時の外国人対応に関する多文化共生施策のこれまでの検討 

 

総務省では、「地域における多文化共生推進プラン」が策定されたことをはじめ、これま

で多文化共生に関する様々な研究会が開催され、災害時の外国人対応に関しても検討が行

われてきた（詳細は参考資料３を参照）。 

「多文化共生の推進に関する研究会報告書 2007」（平成 19 年３月）や「多文化共生の推

進に関する研究会報告書」（平成 24年 12月）等では、災害時に外国人住民の支援やニーズ

の伝達等が迅速にできる体制の整備、それをコーディネートできる人材の必要性が指摘さ

れている。これを受け、各地方公共団体において、災害多言語支援センター（以下「センタ

ー3」という。）等の体制整備が行われてきたところである。 

 

（２）情報難民ゼロプロジェクトにおける取組 

 

 平成 28年に総務省で開催された「情報難民ゼロプロジェクト」では、災害弱者に適切な

避難行動を促すために、災害に関する情報を確実に伝達することが必要との問題意識から、

「2020年に目指す姿」、その実現に資する「総務省関連施策」、「アクションプラン」等が検

討されてきた（詳細は参考資料３及び参考資料４を参照）。 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催年である 2020年に目指す姿の一つと

して、避難所等に寄せられる情報を整理するとともに、外国人被災者からの各種ニーズを把

握して地方公共団体職員等へ伝達する等の役割を担う「情報コーディネーター（仮称）」を

配置して外国人被災者を支援する環境が整うとされている。 

また、アクションプランでは、平成 29年に研究会を設置して情報コーディネーター（仮

称）の仕組みについて検討し、方針を得ること、平成 30年に地方公共団体で実施される災

害訓練等の機会を活用し、情報コーディネーター（仮称）の仕組みを検証して実装に向けた

課題を整理すること、以降、情報コーディネーター（仮称）の認定・育成を行うこととされ

ている。 

 

（３）災害時の外国人対応に関する課題 

 

上述の大きな二つの流れを踏まえ、本検討会では、過去の災害時に実際に生じた外国人対

応に関する課題について、改めて検討を行った。 

                                                   
3「災害多言語支援センター設置運営マニュアル 2009」（平成 21年３月、（一財）自治体国際化協会（以下

「ＣＬＡＩＲ｣という。））によると、災害多言語支援センターは、「大地震などの災害が発生した際に、日

本語が十分理解できないために行政等が発信する情報を享受できない、又は地震等の災害経験が少ないこ

とが原因で精神的な不安を抱えている外国人住民を支援するために多言語での災害に係る情報提供」を行

うことを目的に設置される支援拠点である（災害多言語支援センターの詳細については参考資料５を参

照）。 
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図１－１ 災害時における外国人対応に関する課題 

 

被災団体等からの聞き取り等による課題は図１－１のとおりであるが、以下の三つの点

が大きな課題として考えられる。 

① 言語の壁がある 

② 背景知識が不足している 

③ 食生活や習慣等のニーズが多様である 

  

（４）被災団体における外国人支援の実例 

 

本検討会では、検討の参考とするべく、実際に災害時における外国人対応を経験した団体

の委員等から、事例の発表や資料の提供を受けた。主な指摘は以下のとおり（詳細は参考資

料６、参考資料７、参考資料８及び参考資料９を参照）。 

○ 日頃のネットワークを生かして施策や事業を機能させるコーディネーター役が必要 

○ 外国人住民が日頃の防災訓練に参加する機会や想定される災害について学ぶ機会が必

要 

○ 平常時から、地域内における外国人コミュニティ等の状況把握や外国人・日本人住民の

関係構築が必要 

○ 支援主体の明確化やセンター設置・運営の事前準備・連携体制の整備が必要 

○ 外国人被災者のニーズと支援者とのコーディネーションが必要 

○イスラム教等の特別な背景を持つ外国人が配給される食事の材料の説明を得られなかった（③、熊本地震）
○死亡者の埋葬方法が宗教により多様であるが、必要な情報が得られなかった（③ 、阪神淡路大震災）
○死亡者の帰国手続きに関する情報を得られなかった（③、阪神淡路大震災）
○避難所で三食提供されることを理解していなかったため、支給される食事を必要以上に確保してしまう者がい
た（②）

【訪日外国人】
○普段遭遇しない災害で、状況が理解できず、避難が遅れた（②）

【外国人住民】
○母語ではない言語（英語等）による情報の選別が困難（①、熊本地震）
○外国語で受診できる医療機関に関する情報を得られなかった（②、熊本地震）

情報の受け手

③
ニ
ー
ズ
が
多
様
で
あ
る
（食
生
活
、
習
慣
等
）

②
背
景
知
識
が
不
足
し
て
い
る

①
言
語
の
壁
が
あ
る

○被災者のニーズと外部の支援物資の需給調整が困難であった（③、熊本地震）
○市の災害対策本部からの情報が膨大で、翻訳スタッフの人数制約により全てを多言語化できず、情報を選別
する必要があった。コーディネーター役の不足が運営上の課題であった（①、東日本大震災）

○余震等の注意喚起を行ったが、外国人には、何にどのように気をつけるかまで伝えないと理解されなかった
（②）

○文化の違いに対する理解不足から、避難所における外国人の振る舞いについて日本人から苦情が出た（②）
○外国人は資産（自動車、家）を形成しないとの思い込みから、廃車手続きや住宅ローンに関する情報を多言語
化しなかった（②）

○地元の事情を知らない者が災害多言語支援センターに派遣され、その運営に携わったが、外国人住民のニー
ズを十分に把握できなかった（③、東日本大震災）

情報の出し手
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第２章 災害時の外国人対応に関する調査結果 

 

総務省が行った「災害時の外国人住民対応に関するアンケート」の結果について、主要

な項目の結果を述べる。当該調査は、平成 29年３月に、都道府県、政令指定都市、市区

町村（抽出）及び都道府県の地域国際化協会に対して実施された。 

第一に、地方公共団体における外国人支援の協力先としては、地域国際化協会等の果た

す役割が大きいという結果であった。また、地域国際化協会は、地域のボランティア団体

や日本語教室等と多様なつながりを持っていた。 

図２－１ 地方公共団体において、平常時から外国人支援のために協力している団体等 

 

図２－２ 地域国際化協会において、平常時から外国人支援のために協力している団体等 
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第二に、外国人被災者のニーズを把握する方法としては、地域国際化協会等の活用や窓

口での情報収集、避難所への巡回等が多かった。また、地方公共団体や支援団体に関係・

所属する外国人に期待される協力分野としては、通訳・翻訳ボランティアが最も多かっ

た。 

図２－３ 地方公共団体における、災害時の外国人被災者のニーズの把握方法 

 

図２－４ 地方公共団体において、災害時に期待する外国人からの協力 

 

 

 

 

 

災害時の外国人住民のニーズ把握の方法としては、
地域国際化協会等の活用や窓口での情報収集、避難所への巡回等が多い。

173

102

116

11

147

20

29

148

72

40

37

0 50 100 150 200

(a) 地域国際化協会（国際交流協会）などを活用した情報収集・把握

(b) 外国人住民、外国人コミュニティを活用した情報収集・把握

(c) 通訳ボランティアを活用した情報収集・把握

(d) 外国人住民の住居の個別訪問

(e) 避難所への巡回

(f) 登録メールアドレスへの情報配信・返信

(g) 電話・FAXでの確認

(h) 窓口での情報収集・把握

(i) 外国人留学生の留学先学校・日本語教室などを活用した情報収集・把握

(j) 外国人雇用先企業などを活用した情報収集・把握

(k) その他（自由記載）
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第三に、災害時の外国人支援体制について、都道府県・政令指定都市において、協定に

基づきセンターの体制を整備している団体は６割程度あり、協定等には基づかない形で協

力体制を整備している団体も２割程度あった。 

 

図２－５ 都道府県・政令指定都市における、災害多言語支援センター等災害時の外国人支援体制の整備  

（この他のアンケート結果については参考資料 10を参照） 

  

(a) 協定等に基づき、「災害多言語支

援センター」の体制を整備している
57%

(b) 協定等に基づき、(a)以外

の体制を整備している
3%

(c) 協定等には基づかないが、

協力体制を取る想定はしている
19%

(d) 想定していない

が、今後検討したい
18%

(e) 想定しておらず、今後

検討することもない
3%

都道府県、政令指定都市において、約８割の団体が災害多言語支援センター等の外国人支援体制を整備済みである。

(N=62)
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第３章 災害時外国人支援情報コーディネーターの概要 

 

（１）災害時外国人支援情報コーディネーターの必要性、役割、活動拠点 

 

 ○ア  災害時外国人支援情報コーディネーターの必要性 

前述のとおり、災害時の外国人対応には、①言語の壁、②背景知識の不足、③食生活、習

慣等のニーズが多様という大きく三つの課題があり、これらには、情報の受け手側の課題と

出し手側の課題がそれぞれ含まれている。 

災害時の避難所等では、外国人被災者に対する多言語での情報提供や、外国人被災者のニ

ーズ把握を行っているものの、こうした課題が依然として存在する。その背景には、災害時

に行政等から提供される情報量が膨大であることと、多国籍化や高齢化を背景として外国

人被災者のニーズや求める情報が多様化していることがあると考えられる。したがって、こ

れらの課題を解決するためには、災害時に行政等から提供される情報を整理し、外国人被災

者のニーズとのマッチングを行う災害時外国人支援情報コーディネーター（以下「情報コー

ディネーター」という。）が求められる。 

 

図３－１ 情報コーディネーター制度の必要性 

 

 

災害発生時における避難所等では、日本語の理解が不十分な外国人被災者は

災害情報や生活の再建に必要な情報を

受け取ることができない

被災者としてのニーズを避難所や

地方公共団体職員等に伝える手段が無い

収受した情報を整理し多言語への翻訳等を通じて

外国人被災者へ的確に伝達

被災者のニーズを把握して

地方公共団体職員等へ伝達

災害時外国人支援情報コーディネーター制度の構築

対策

背景

○災害時に行政等から提供される情報量は膨大

○外国人のニーズ・求める情報は多様

⇒収集した情報と把握したニーズをマッチングすることが必要

課題
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○イ  災害時外国人支援情報コーディネーターの役割 

都道府県及び政令指定都市は日頃から地域国際化協会と連携し外国人対応を行っているこ 

とから、まずは都道府県及び政令指定都市において災害時に情報コーディネーターを配置可 

能な体制が確保されることが期待される。また、外国人住民数等の地域の実情に応じ、市区 

町村において配置可能な体制を確保することも考えられる。 

都道府県レベルにおいて情報コーディネーターが配置される場合、その役割は行政等から

の情報と外国人被災者のニーズとのマッチングを行うことに加え、市区町村におけるマッチ

ングが円滑に行われるよう支援することである。これは、近年、被災地域が複数の市区町村

に跨がるような広範囲にわたる災害が多く発生している一方、行政規模の小さな市区町村に

おいて常に情報コーディネーターの配置が可能となる体制を整備することは難しいと考えら

れるためである。 

市区町村レベル（政令指定都市等）において情報コーディネーターが配置される場合、そ

の役割は行政等からの情報と避難所巡回等により把握された外国人被災者のニーズとのマッ

チングを行うことである。 

また、情報コーディネーターについては、地方公共団体の地域防災計画等にその位置づけ

が規定されていることが望ましい。 

 

○ウ  災害時外国人支援情報コーディネーターの活動拠点 

情報コーディネーターが活動を行う拠点は、都道府県・政令指定都市を中心として体制整

備が行われてきているセンターをはじめ、外国人被災者へ多言語での情報発信を担う組織で

あることが望ましい。 
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図３－２ 情報コーディネーターの役割（イメージ） 

 

 

 

 

  

情報コーディネーターが配置されない
市区町村

行政、支援団体
（政府・地方公共団体、企業、支援団体）

外国人被災者

都道府県

行政、支援団体
（政府・地方公共団体、企業、支援団体）

外国人被災者

情報コーディネーターが配置される
市区町村（政令指定都市等）

緑網掛け※ は情報コーディネーターの役割、 は活動拠点のスタッフの役割

災害時外国人支援
情報コーディネーター

マッチング

多言語への翻訳等

△△県災害多言語支援センター

ニーズ伝達情報収受

情報伝達

（ＨＰ、メール、
都道府県窓口

等）

ニーズ把握
（都道府県窓口等）

多言語への翻訳等

ニーズ伝達情報収受

災害時外国人支援
情報コーディネーター

マッチング

多言語への翻訳等

○○市災害多言語支援センター

ニーズ伝達情報収受

支援

橙網掛け

ニーズ把握

（避難所巡回、
窓口等）

行政、支援団体
（政府・地方公共団体、企業、支援団体）

外国人被災者

ニーズ把握

（避難所巡回、
窓口等）

□□市
総務課

□□市

国際交流
協会

※情報コー

ディネーター
が配置され
ている市区
町村に対し
て支援を行
う場合もある

情報伝達

（避難所巡回、
ＨＰ、メール、
窓口等）

情報伝達

（避難所巡回、
ＨＰ、メール、
窓口等）
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（２）関係団体等との連携 

 

災害時に円滑に情報コーディネーター制度を機能させるためには、情報コーディネータ

ーとなる者が、平常時から関係団体等と連携を図っておくことが重要であると考えられ

る。 

連携を図る関係団体等の例としては、以下のような主体が考えられる。 

・行政（入国管理局、地方公共団体の国際担当部局及び防災担当部局等） 

・地域国際化協会、市区町村の国際交流協会 

・多文化共生マネージャー4 

・ＮＰＯ、社会福祉協議会 

 

加えて、以下のような主体との連携も有益と考えられる。 

・外国人コミュニティの核となる組織・人物（宗教施設、飲食店、外国人を雇用する事

業所、ＳＮＳ等） 

・大学等 

・上記以外の民間の支援拠点（日本語教室等） 

 

こうした対応は、情報コーディネーターのみならず、関係団体等にとっても重要であ

り、日頃から相互に顔の見える関係の構築に努める必要がある5。  

また、情報コーディネーター制度を円滑に運用するためには、日本人住民への外国人住

民に対する理解の促進も重要であることから、行政等による日本人住民への多文化共生の

意識作りも必要である。 

  

                                                   
4 地域における多文化共生を推進する専門人材としてＣＬＡＩＲが認定した者（外国人住民に関わる諸制

度・諸問題など多文化共生社会の進展に対応していくための知識や関係機関等とのコーディネート能力等

の習得が求められる） 
5 例えば、熊本市では、地域内の日本人住民と外国人住民が日本語教室を通じて交流し、日頃からの関係構

築を行っている。 
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第４章 災害時外国人支援情報コーディネーター制度の仕組み 

 

（１）熊本地震における外国人支援の仕組み 

 

外国人被災者への情報伝達にあたってコーディネーターの役割を担う者が配置された近

年の代表的な例として、平成 28年の熊本地震での対応が挙げられる。 

当該地震では、熊本市がセンターの設置を行い、熊本市国際交流振興事業団（同市の地域

国際化協会）が同市の国際課及び災害対策本部と連携しながらその運営を行った。しかしな

がら、当時、同市の地域防災計画や協定等ではセンターの設置及び運営について規定してい

なかった。 

センターの運営に際しては、熊本市国際交流振興事業団を中心に、同市職員、地域国際化

協会職員、多文化共生マネージャー及び翻訳ボランティアをメンバーとした体制が組まれ

た。具体的な活動としては、災害情報を英語や中国語等に翻訳した上で外国人被災者に伝達

するとともに、数名のチームに分かれて避難所を巡回し、直接外国人被災者と接すること

で、ニーズの把握や通訳を行った。その中で、センターの構成員のうち過去の災害における

外国人被災者の豊富な支援実績を持つ数名がコーディネーターとしての役割、すなわち、提

供される膨大な情報の中から外国人被災者のニーズに合わせて伝達する情報を選択する、

というような役割を果たした。 

 

図４－１ 熊本地震の際の熊本市における外国人支援の仕組み 

熊本市災害対策本部

災害・支援情報の提供

九州ブロック地域国際化協会連絡協議会幹事

（北九州国際交流協会）

災害対策支援要請（協定）人員派遣（協定）

災害対策支援依頼

（協定） 地域国際化協会連絡協議会事務局

（ＣＬＡＩＲ）

災害対策支援要請
（協定）

中・四国ブロック

地域国際化協会連絡協議会

人員派遣（協定）
（各地域ブロック内協会）

１名

熊本市国際交流振興事業団

（根拠規定なし）

※団体等からの聞き取り等を基に総務省作成

設置

災害多言語支援センター

熊本市職員（国際課）
（市役所本庁内での対応）

地域国際化協会職員 多文化共生マネージャー等

32名 29名

センターのうち、数名がコーディネーターの役割

（根拠規定なし） 運営

熊本市国際交流振興事業団 ５名＊1
九州ブ ロック 24名
中・四国ブロック ３名

＊2 多文化共生マネージャー全国協議会を介して
全国から派遣

＊3 元ＪＩＣＡ専門家、熊本大学職員、熊本大学学生
各1名

＊1 外国人避難対応施設（熊本市国際交流

振興事業団による運営）と兼務

多文化共生マネージャー 26名＊2
熊本市国際交流振興事業団への協力者 ３名＊3

熊本市国際課

災害・支援情報の提供
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また、センターの人員が不足し、熊本県内からの応援では賄えなかったことから、県外の

地域国際化協会から職員派遣を受けた。この地域国際化協会職員の派遣の仕組みは、既に地

域国際化協会の地域ブロック内（地域ブロック内の地域国際化協会間）、地域ブロック間（全

国の地域国際化協会間）での協定を締結する形で整備されている（平成 23年の東日本大震

災での反省を踏まえ、平成 25年に「地域国際化協会連絡協議会における災害時の広域支援

に関する協定」が全国の地域国際化協会の間で締結）。 

（その他の災害における外国人支援の仕組みは参考資料 11を参照） 

 

（２）災害時外国人支援情報コーディネーターの担い手 

 

情報コーディネーターの担い手は、地域の実情に応じて、日頃から外国人対応に習熟し 

ている地方公共団体の職員、地域国際化協会や市区町村の国際交流協会の職員等が想定さ 

れる。 

 

（３）災害時外国人支援情報コーディネーター養成のための研修と登録方法 

 

情報コーディネーターとなる者は研修を受講し、活動に要する知見を身につけておくこ

とが必要である。既存の研修を活用するなどして、受講者の災害対応経験の有無に応じて必

要な研修が実施されることが望ましい。 

また、情報コーディネーターとして誰を配置可能か管理しておくため、研修修了者を掲

載する情報コーディネーター候補者の名簿を作成しておく必要がある。災害時の迅速な配

置を可能とするには、情報コーディネーター候補者の名簿は常に最新の情報に更新される

仕組みとしておくことが必要である。具体的には、訓練参加や研修受講した場合、その記録

等を追記して能力の維持及び向上の状況が把握できるようにするとともに、転居等によっ

て情報コーディネーターを担うことができなくなった場合、本人の申し出や地方公共団体

の判断により、名簿への登録を取り消すことができるようにしておくことが考えられる。 
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表４－１ 情報コーディネーター養成の仕組みのイメージ 

（研修内容のイメージの詳細は参考資料 12を参照） 

 

図４－２ 情報コーディネーターの名簿登録方法 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

  

 

災害対応未経験者に向けた研修

（前期研修）

情報コーディネーターとなるための研修

（後期研修）

期間 ３日間 ２日間程度

対象等
都道府県・政令指定都市から推薦された以下の者
を含む
・ 地域国際化協会・市区町村国際交流協会等の
職員、都道府県・市区町村の職員

・ 又は、多文化共生マネージャー等で市区町村又
は地域国際化協会から推薦された者

・ 前期研修を修了した者
・ 又は、都道府県・政令指定都市から推薦をされた、
災害時に避難所等で外国人対応を行った経験を
有する者

定員

30～40名程度を想定
※都道府県・政令指定都市からの推薦状況等に
応じて調整

研修内容

既存の研修を活用

（例）
全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）
「災害時における外国人への支援セミナー」

○センター役割・運営
○災害時における外国人被災者への情報伝達
・ センターにおける情報コーディネーターの役割
・ 行政等との連携、情報収受・整理
・ 外国人被災者のニーズ把握、情報伝達 等

＜研修内容に関する留意点＞
・ 教材として、ＣＬＡＩＲが改訂を予定している「災害時
の多言語支援のための手引き」を活用

・ 研修の中で、センター設置運営の模擬訓練（ロー
ルプレイ）を実施

備考 －

・ 研修修了後、名簿に登録
⇒ 災害時に被災地域に配置

・ 研修参加者に対して、各地で実施されるセンター
設置運営訓練等への参加を案内（任意参加）
⇒ 毎年の訓練参加記録を名簿に追記
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（４）大規模災害時における派遣調整 

 

大規模災害時に円滑な外国人被災者への支援を行うには、情報コーディネーターをはじ

め、センター等で災害対策を行う人員について、他の都道府県から応援を受けることが必

要な場合もある。 

この際、平成 28年の熊本地震における人員派遣の仕組み等を参考にして派遣調整する

ことが有用であると考えられる。 
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おわりに 

 

災害時において行政等からの情報が被災者に確実に届くことは、その後の生活再建や精神的

負担の軽減にとって大変重要である。しかしながら、外国人被災者は、日本語や日本の慣習へ

の理解が十分ではない場合があり、一般的に必要な情報を受け取りづらい状態にあると考えら

れる。そのため、情報コーディネーターによって適時適切に必要な情報が届けられる仕組みを

整備することは、災害時の外国人対応にとって大きな意義を持つ。この点については、平成 24

年 12月の総務省研究会報告書において、災害時にセンターの運営を担うことができ、外国人住

民に必要な情報・支援を支援主体との間でコーディネートできる専門的な人材が不可欠である

ことなどの提言がなされている。 

本検討会では、情報コーディネーター制度について、役割や担い手、研修制度を中心に検討

を行ってきた。今後、本報告書を踏まえて、情報コーディネーター制度が構築され、地方公共

団体において外国人被災者への情報伝達を支援する体制が整備されることが期待される。 

具体的には、新年度から情報コーディネーター養成のための研修が開始され、東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会の開催年である 2020年を目途に、都道府県及び政令指定都市で

対応が可能な体制が整備されることが望まれる。また、これに合わせて、地方公共団体や地域

国際化協会等が実施する災害訓練等の機会を活用し、情報コーディネーター制度における地方

公共団体、地域国際化協会、支援団体の間の連携等について実地検証を行うことで、制度の深

化を図ることが必要であろう。 

本報告書の内容が、外国人にとって暮らしやすい地域社会の形成につながり、地域における

多文化共生の推進に貢献することを期待する。 
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参考資料 
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参考資料１ 

 

「災害時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会」開催要綱 

 

１ 趣旨 

災害発生時において、行政等から提供される多くの情報と、外国人被災者の多様なニーズをマッチ

ングする災害時外国人支援情報コーディネーター制度の構築について検討する。 

 

２ 名称 

本会は、「災害時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会」（以下「検討会」という。）

と称する。 

 

３ 内容 

 ・ 災害発生時の避難所等における外国人への情報伝達の現状・課題の把握 

・ 災害時外国人支援情報コーディネーター制度についての検討 

 

４ 構成及び運営 

(1) 検討会の委員は別紙「委員名簿」のとおりとする。 

(2) 検討会には座長１名をおく。 

(3) 座長は、会務を総理する。 

(4) 座長は、必要があると認めるときは、関係団体等に検討会への出席を求め、意見を聴取すること

及び説明を求めることができる。 

(5) 会議は非公開とするが、会議終了後に配付資料を公表するとともに、速やかに議事概要を作成し、

これを公表することとする。 

  但し、配付資料については、座長が必要と認める時は非公開とすることができる。 

 

５ 開催期間 

平成 29年５月から平成 30年３月まで、合計４回程度とする。 

 

６ その他 

  検討会の庶務は、総務省自治行政局地域政策課国際室において行う。 
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参考資料２ 

災害時外国人支援情報コーディネーター制度に関する検討会 

委員名簿 

 

（五十音順：敬称略） 

 

石川 義晃    岩手県総務部 総合防災室長 

川上 一郎   内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（被災者行政担当） 

【中村 裕一郎（※第１回まで）】 

菊池 哲佳     （公財）仙台観光国際協会国際化推進課 交流係長 

小 松 パ ト リ シ ア 紘 美  栃木国際サポートセンター 代表 

     （前 真岡市国際交流協会職員） 

佐内 真由美  常総市役所市民生活部市民協働課 主査兼係長 

田辺 康彦   総務省消防庁国民保護・防災部 防災課長 

【荻澤 滋（※第１回まで）】 

田村 太郎    （一財）ダイバーシティ研究所 代表理事 

村野 淳子    別府市共創戦略室防災危機管理課 防災推進専門員 

八木 浩光    （一財）熊本市国際交流振興事業団 事務局長 

座長  山脇 啓造    明治大学国際日本学部 教授 

横田 宗親    （一財）自治体国際化協会 多文化共生部長 
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【
業
務
内

容
】

○
行
政
機
関
等
が
発
信
す
る
災
害
情
報
を
、
多
言
語
に
翻
訳
し
て
外
国
人
に
届
け
る

○
外
国
人
に
ニ
ー
ズ
が
あ
る
情
報
を
多
言
語
化
し
て
届
け
る

（
避
難
所
を
巡
回
し
て
、
外
国
人
の
状
況
を
把
握
し
、
ニ
ー
ズ
を
選
別
）

災
害

多
言

語
支

援
セ
ン
タ
ー
と
は

【
目
的
】

大
地
震
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
際
に
、

・
日
本
語
が
十
分
理
解
で
き
な
い
た
め
行
政
機
関
等
が
発
信
す
る
情
報
を
享
受
で
き
な
い

・
地
震
等
の
被
災
経
験
が
少
な
い

こ
と
が

原
因
で
精
神
的
な
不
安
を
抱
え
て
い
る
外
国
人
住
民
を
支
援
す
る
た
め
に

多
言
語
で
の
災
害
に
係
る
情
報
を
提
供
を
行
う

災
害
時
の
外
国
人
被
災
者
支
援
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
平
成
19

年
の

新
潟

中
越

沖
地

震
で
の

「
柏

崎
災

害
多

言
語

支
援

セ
ン
タ
ー
」
の

活
動

を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
20

年
度

に
Ｃ
Ｌ
Ａ
ＩＲ

に
設

置
さ
れ

た
検

討
会

に
お
い
て
、
セ
ン
タ
ー
設

置
運

営
の

際
の

参
考

資
料

と
し
て
策

定
さ
れ
た
。

県
・
市

町
村

災
害
対
策
本
部

災
害
多
言
語

支
援
セ
ン
タ
ー

外
国
人

被
災
者

被
災
者

多
言

語
情

報
の

提
供

と
把
握
し
た
ニ
ー
ズ
の
還
流

ニ
ー
ズ

の
把

握
日
本
語
に
よ
る

情
報

処
理

・
支

援

※
「
災

害
多

言
語

支
援

セ
ン
タ
ー
設

置
運

営
マ
ニ
ュ
ア
ル
20
09

」
（
Ｃ
Ｌ
Ａ
ＩＲ

）
を
基

に
総

務
省

作
成

参
考
資
料
５

「
災
害
多
言
語
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
20
09

」
に
つ
い
て

概
要

セ
ン
タ
ー
の
体
制
に
つ
い
て
規
定
を
行
っ
て
い
る
35

都
府

県
・
政

令
指

定
都

市
の

う
ち
、
設

置
主

体
に
都

府
県

・
政

令
指

定
都

市
が

含
ま
れ

、
か

つ
運

営
主

体
に
地

域
国

際
化

協
会

が
含

ま
れ

る
の

は
、
24

都
府
県
・
政
令
指
定
都
市
（
68

.6
％
）
（
平
成
29

年
12

月
時

点
で
総

務
省

が
調

査
）

→
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
が
設
置
し
、
地
域
国
際
化
協
会
が
運
営
す
る
場
合
が
多
い

※
都
道
府
県
が
設
置
主
体
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
災
状
況
や
外
国
人
住
民
数
等
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
が
被
災
地
域
に
セ
ン
タ
ー
を
設

置
す
る
こ
と
や

市
町

村
自

ら
が

セ
ン
タ
ー
を
設

置
す
る
こ
と
も
含

め
て
判

断
さ
れ

る
べ

き
も
の

で
あ
る

現
状
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It was very 

never participated 
at this kind of 

event before, and 

so it was very 
useful for me. I 
hope this event 

will continue years 
after years! 
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